
このマニュアルの⼊⼒例は「親族（父親）から現⾦の贈与を受けた場合」に、贈与税の申告書をご⾃宅のパソコンから作
成し、送信する方法についてご案内します (利⽤者識別番号をお持ちの方が、初めてマイナンバーカード方式（スマート
フォンを使⽤して本人確認）で申告する場合の⼊⼒例です。)。 ※ 暦年課税（特例税率）を適⽤する場合の事例です。

１－３ 税務署への提出方法の選択
１ 申告書作成準備

税務署への持参

e-Taxでは、添付書類をイメージデータ（PDF形式）により提出することができます。※⼀部例外あり

印刷・郵送代 確定申告期間の利⽤可能時間

画⾯の案内に沿って⼊⼒する
だけで簡単作成・送信♪

自 動 計 算 自 動 判 定 自 宅 か ら
贈与税の申告はご⾃宅のパソコンで♪
※スマートフォンでは作成できません。

添付書類や特例の適⽤
要件のチェックも可能♪

1 ⾦額等を⼊⼒︕ 2 判定︕ 3 送信︕
《確定申告書等作成コーナーより以下の３stepで申告出来ます︕︕》

１－４ 作成する申告書を選択

「贈与税」のボタンをクリック

マイナンバーカードをお持ちの方で、スマートフォンを使⽤して提出する場合は、「スマートフォ
ンを使⽤してe-Tax」のボタンをクリックします。
なお、マイナンバーカードをお持ちでない方のうち、税務署で発⾏されたＩＤとパスワードをお
持ちの場合は、「ＩＤ・パスワード方式でe-Tax」をクリックすることで申告書を作成・送信す
ることができます（以下はスマートフォンを使⽤してe-Taxで申告する場合の説明です）。
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贈 与 税 の 申 告 書 作 成 方 法 （ ⼊ ⼒ 例 ）
国税庁HP「確定申告書等作成コーナー」からの

作成コーナー

１－２ 作成コーナーより作成を始める

１ー１ 作成コーナーにアクセス

http://www.keisan.nta.go.jp

ご自宅から簡単作成︕

「スマートフォンを使⽤してe-Tax」をクリック

ご⾃宅のパソコンから、国税庁ホーム
ページ「確定申告書等作成コーナー」
にアクセスします。

「作成開始」をクリックし、贈与税の
申告書の作成を開始します。

※メンテナンス時間を除きます

※

http://www.keisan.nta.go.jp


２－２ スマートフォンでQRコードの読み取り

２ マイナンバーカード方式の利⽤開始と本⼈確認

２－１ 推奨環境の確認

SAMPLE SAMPLE

マイナポータルアプリのQRコード読取機能を使って、パソコンの画⾯に表示された
QRコードをスマートフォンで読み取ります。
※ 事前にスマートフォン（マイナンバーカード読取対応）にマイナポータルアプリ
をインストールしておく必要があります。

QRコードは、株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

SAMPLE

「次へ」をクリック

利⽤規約などを確認し、「利⽤規
約に同意して次へ」をクリック

マイナンバーカードとスマートフォン
をご⽤意ください。

２－３ マイナンバーカード方式の利⽤開始
１ 「利⽤者識別番号・暗証番号を

お持ちの方はこちら」をクリック

・ 初めてマイナンバーカード方式で申告を⾏う方は、利⽤者識別番号
又は暗証番号が分からない場合、マイナンバーカード方式による申告を
⾏うことができません。

・ 利⽤者識別番号をお持ちでない場合（e-Taxを初めてご利⽤にな
る場合）は「初めてe-Taxをご利⽤される方はこちら」をクリックし、利⽤
者識別番号を新規取得の上、申告書の作成にお進みください。

利⽤者識別番号と暗証番号を
⼊⼒し、「マイナンバーカード情報
の確認へ」をクリック

２

３ 「マイナンバーカードか
ら読み取る」を選択し、
「スマートフォンで読み
取り」をクリック

SAMPLE

４ マイナポータルアプリより
スマートフォンでQRコー
ドを読み取り、「更新」
をクリック

表示内容に誤りがな
いことを確認し、「次
へ」をクリック

５

令和5年1月から、初めてマイナンバーカード方式を利⽤される方を対象にマイナンバーカード
の署名⽤電子証明書(6〜16桁のパスワード)を使って「本人確認」を⾏う機能が導⼊されま
した。
これまで、e-Taxへ申告等データを送信する場合、送信の都度、申告等データに対しマイナ

ンバーカード等の電子署名を付与する必要がありましたが、事前に「本人確認」を⾏っていただ
くことで、申告等データに対し電子署名が不要になります。

７

９

10

11

６

「スマートフォンで
読み取り」をクリック

マイナンバーカードによる本⼈確認

参考︓マイナンバーカードによる本⼈確認

「スマートフォンで
読み取り」をクリック

注意事項

「次へ」をクリック

「次へ」をクリック

表示内容を確認
し、「申告書等を
作成する」をクリック

次頁（３－１）
にお進みください。

８

マイナポータルアプリを起動してQR
コードを読み取った後、署名⽤電子
証明書のパスワード（６〜16桁の
英数字）を⼊⼒した上で、マイナン
バーカードを読み取ります。

SAMPLE



３－３ 取得財産の⼊⼒

３－４ ⼊⼒内容の確認

参考︓贈与を受けた財産の種類、所在地３－１ 申告書の作成開始

３－２ 贈与者の⼊⼒

３ 贈与税申告書の作成

「⼀般の贈与」をクリック

贈与者の氏名などを
⼊⼒し「次へ」をクリック

贈与を受けた財産の価額を⼊⼒

同じ贈与者から、他に贈与を
受けた財産がある場合は、「財
産の追加」をクリックし、同様に
取得財産を⼊⼒

贈与を受けた財産の情報を⼊⼒
※ 財産の種類や所在地などについ

ては、【参考︓贈与を受けた財産の
種類、所在地】を参照

【参考１】　贈与を受けた財産の種類等の例

種類 細目
利用区分

銘柄・名称等

宅地 自用地、貸宅地、貸家建付地、借地権、居住建物
※
の敷地

の用に供される土地などの別

田、畑 自用地、貸付地、賃借権（耕作権）、永小作権の別

山林 普通山林、保安林の別

その他の土地 原野、牧場、池沼、鉱泉地、雑種地の別

現金、住宅取得資金、普通預金、当座預金、

定期預金、通常貯金、定額貯金、定期積金、金銭信託など

の別

　※　「居住建物」とは、配偶者居住権の目的となっている建物をいいます。

【参考２】贈与を受けた財産の所在地の入力内容

贈与を受けた財産

現金

預貯金等

生命保険金

土地（路線価地域）

土地（倍率地域）

支払保険会社の所在地と名称

家屋については自用家屋、貸家、居住建物
※
の別

構築物については駐車場、養魚池、広告塔などの別

その銘柄

財産の所在地

有価証券
発行法人の所在地と名称（公債及び上場有価証券で保護預り、保証金の代用、担保などとして提供されているもの

については、その提供先証券会社などの所在地と名称）

贈与者（財産をあげた方）の住所

預金、貯金、金銭信託については預入先店舗などの所在地と名称

家屋 家屋、構築物

有価証券

現金、預貯金等 現金、預貯金等

上場株式等、株式等（配当還元方式）、株式等（その他

の方式）、公債・社債、証券投資信託の受益証券、貸付

信託の受益証券

⼊⼒内容を確認後
「次へ」をクリック

裏⾯にお進みください。

⼊⼒内容を確認後
「次へ」をクリック

⼊⼒内容を確認後
「次へ」をクリック

「贈与税申告書作成開
始」をクリック

他の贈与者から贈与を受けた
財産がある場合は、「贈与者を
追加する」をクリックし、同様に
⼊⼒



４－１ 計算結果の確認
４ 申告内容の確認、住所⽒名等の⼊⼒と申告データの送信

申告期限までに納付すべき贈与税額

申告するあなたの住所・氏名及びその他の項目を
⼊⼒し、「次へ」をクリック

４－２ 住所⽒名等の⼊⼒

４－３ 電子申告等データの送信

贈与税に関するご不明な点がある場合は・・・

参考 電子申告等データを送信後の納付手続について

《便利なキャッシュレス納付をぜひご利⽤ください》

国税の納付は、⾦融機関や税務署の窓⼝に出向かなくても納付⼿続
ができる「キャッシュレス納付」が便利です（贈与税の納税については、振
替納税はご使⽤できません。）。

※ 各納付⼿続の詳細は、国税庁HPの以下の箇所で御案内しております。

「ホーム」 ⇒ 「税の情報・⼿続・⽤紙」
⇒ 「納税・納税証明書⼿続」

■ 贈与税のしくみと申告⼿続
（暦年課税、相続時精算課税）

ご利⽤方法は動画でチェック︕

■ 贈与税についてのご質問は、国
税庁ホームページの「タックスアン
サー」をご確認ください。

■ 操作方法が分からない場合は
確定申告書等作成コーナー内の
「ご利⽤ガイド」をご確認ください。

申告書を提出された方で、申告期限までに納付すべき税額がある場合は、
法定申告期限までに納付していただく必要があります。

１

申告内容を確認後
「次へ」をクリック

２

３

４

「送信する」をクリック

「送信を実⾏する」をクリック

５ 送信が完了した
ことを確認し「閉
じる」をクリック

６

７ 「帳票表示・印刷」で申告書
を印刷し、「送信・印刷終了
（次へ）」をクリック

８

申告書を送信
した後の作業を
確認し「終了す
る」をクリック

QRコードが選択されて
いることを確認し「次へ」
をクリック

贈与税の申告書の作成と送信は以上で終了です。お疲れ様でした︕

正常に送信が完
了したことを確認し、
「送信票等印刷へ
進む」をクリック

【「特例税率」の適⽤を受ける場合】
過去の年分において同じ贈与者からの
贈与について「特例税率」の適⽤を受
けるために⼾籍の謄本又は抄本その他
の書類を提出している場合には、「過去
の贈与税の申告状況の⼊⼒」をクリック
し、その提出した年分及び税務署名を
⼊⼒します。

⼊⼒内容を確認後
「次へ」をクリック


